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表紙*電子提供措置用・アクセス通知用*

第115回
　

定時株主総会
招集ご通知

日
時

2026年６月25日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前９時30分）

場
所

東京都江東区有明三丁目５番７号
TOC有明４階　WESTホール

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査等委員でない取締役７名選任の件



株主の皆さまへ
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社長挨拶

代表取締役社長

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を
賜り、厚く御礼申しあげます。第115回定時株主総会の招集
のご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申しあげます。
2025年度は、前経営三カ年計画として掲げた営業の拡大と
経営基盤の強化に向けた取り組みを推進し、2026年３月期の
連結業績は営業収益、営業利益ともに前年度を上回る結果と
なりました。
2026年度は、新たな経営三カ年計画を策定し、スタートい
たします。
事業領域を拡大して収益性向上を図り、人材の育成やデジ

タル化を推進し、資本効率をより一層意識した経営を深化さ
せてまいります。
外部環境が大きく変化する中、新たな価値を創造し、円滑
な物流サービスを提供することが私たちの使命です。当社は
経営理念のもと、良い伝統を守り活かしながら、会社を変化
させて、グループ一丸となって経営三カ年計画の達成に取り
組んでまいります。そして、すべてのステークホルダーに対
し、現在以上に価値ある企業として持続的に発展した姿を目
指します。
株主の皆さまにおかれましては、何卒変わらぬご支援を賜

りますようお願い申しあげます。

2026年６月

　

経営理念

　■お得意さまのニーズにこたえ信頼される会社となろう
　■英知と行動で会社の明日を開いていこう
　■常に自己啓発を心がけ日に日に成長する人間となろう
　■自由闊達、清新な社風を受け継いでいこう
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狭義招集、*改ページ**電子提供措置用・交付書面用*

（証券コード9351）
2026年６月８日

（電子提供措置の開始日 2026年６月２日）
株　主　各　位

東 京 都 中 央 区 晴 海 一 丁 目 ８ 番 ８ 号
東 洋 埠 頭 株 式 会 社

代表取締役社長 原 　 　 匡 　 史

【当社ウェブサイト】
https://www.toyofuto.co.jp/ir/
event/pdf/115_shoshutsuchi.pdf

　

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9351/teiji/

　

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　
東京証券取引所のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「東洋埠頭」または「コード」に当社証

券コード「9351」をご入力・ご検索していただき、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順にご選択の上、「縦覧書類」
にあります「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

1. 日　　時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
2. 場　　所 東京都江東区有明三丁目５番７号

TOC有明４階　WESTホール
3. 目的事項

報告事項 1．第115期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及
び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第115期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査等委員でない取締役７名選任の件

第115回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第115回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。なお、株主総会前の2026年６
月22日（月曜日）に有価証券報告書を開示予定ですので、併せてご覧ください。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類などの内容である情報（電子提供措置事項）につきまして電子提供措置をと
っており、インターネット上の次のウェブサイトに「第115回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、いずれ
かのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権をご行使することができますので、お
手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年６月24日（水曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願
い申しあげます。

敬　具
記
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狭義招集、*改ページ**電子提供措置用・交付書面用*

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(１) 書面（郵送）により議決権をご行使された場合の議決権行使書におきまして、議案に対する賛否の表示がない場合は、

賛成の表示があったものとしてお取扱いさせていただきます。
(２) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権をご行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効

なものとしてお取扱いさせていただきます。
また、インターネットにより複数回、議決権をご行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお
取扱いさせていただきます。

○当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおきまして、その旨、修正前及び修正後

の事項を掲載いたします。
○電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さま

に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

以　上
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議決権行使案内

インターネットによる議決権行使

行使期限

QRコードの
読み取りにより

簡単にできます！

当社指定の議決権行使ウェブサイトにて、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト

QR
コードを
読み取る

方法

または

ログイン 
ID· 

仮パス
ワードを 
入力する

方法

インターネットによる議決権行使に関する
お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部（ヘルプデスク） 0120-173-027

受付時間 ９：00～21：00（通話料無料）

https://evote.tr.mufg.jp/

同封の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された
「ログイン用QRコード」を読み取ってください。

議 決 権 行 使 書
議決権の数 ○○○○○○ 個
基準日現在のご所有株式数 ○○○○○○ 株

ログイン用QRコード

○　

○

○

○　

年　　月　　日

見本

1

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。2

仮

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の入力
案内に従って賛否
をご入力ください。

3

議決権行使ウェブサイトにアクセス
してください。1 議決権行使書副票に記載された「ログイン

ID・仮パスワード」を入力し「ログイン」
をクリックしてください。

2

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」
をクリック

2026年６月24日（水曜日） 午後５時　受付分まで

議決権行使方法のご案内
いずれかの方法にて、是非とも議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

　機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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議決権行使案内

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご記入の上、ご返送ください。

議決権⾏使書⽤紙は料⾦受取⼈払いのハガキと
なっており、通常の郵便物に⽐べ郵便局での処
理に一週間程度要する場合がございます。確実
な到着を期するため、お早めにご投函ください
ますようお願い申しあげます。

郵送による議決権行使

各議案の賛否をご記入ください

「賛」の欄に○印をし、
下の空欄に反対する候補者の番号を記入

役員選任議案におきまして一部の候補者に反対の場合

賛成の場合
「賛」の欄に○印

反対の場合
「否」の欄に○印

議 決 権 行 使 書
議決権の数 ○○○○○○ 個
基準日現在のご所有株式数 ○○○○○○ 株

ログイン用QRコード

○　

○

○

○　

年　　月　　日

見本

仮

行使
期限 日時

株主総会への出席
同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください。

場所

議 決 権 行 使 書
議決権の数 ○○○○○○ 個
基準日現在のご所有株式数 ○○○○○○ 株

ログイン用QRコード

○　

○

○

○　

年　　月　　日

見本

仮

2026年６月24日（水曜日）
午後５時　到着分まで

2026年６月25日（木曜日）
午前10時

TOC有明
４階 WESTホール
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配当金口座受取勧誘*電子提供措置用・交付書面用*

銀行口座などへの振込手続のご案内

お手続・お問い合わせ先 配当金の口座受取方法に関するご相談は、
お取引の証券会社など（口座管理機関）にお申し出ください。

配当金を「配当金領収証」にて受領されている株主さまへ

配当金を銀行などの預金口座へ入金するお手続をしていただきますと、配当金支払開始日に株主さまご指定の口座に振り込ま
れ、迅速かつ安全・確実に配当金をお受取りいただくことができます。この機会にご検討くださいますようお願い申しあげま
す。

「株式数比例配分方式」は、配当金を証券会社の口座にて管理したい株主さまに便利
です。複数の証券会社にて株式をご所有の場合でも、証券会社ごとのご所有株式数に
応じて、配当金をそれぞれの証券会社の口座にて按分してお受取りいただけます。

「登録配当金受領口座方式」では、ご所有のすべての銘柄の配当金を1つの銀行口座
にてお受取りいただけますので、配当金をまとめて管理したい株主さまに便利です。

「個別銘柄指定方式」では、
ご所有の株式の銘柄ごとに、銀行口座を指定して、
配当金をお受取りいただけます。

Q．

Q．

Q．

A．

A．

A．

配当金を、
証券会社の口座にて受取れますか？

すべての銘柄の配当金を、
1つの銀行口座にてまとめて受取れますか？

配当金を、
銘柄ごとに指定した銀行口座にて受取れますか？

はい！「株式数比例配分方式」
が便利です！

はい！「登録配当金受領口座方式」
が便利です！

はい！「個別銘柄指定方式」
が便利です！

※ お取引の証券会社のうち1社にお申し出いただくことにより、株主さまご所有の全銘柄につきましてお手続できます。
※ ご所有の株式の一部が特別口座にて管理されている場合などは選択できません。
※ �ご所有の株式の一部が株式数比例配分方式の配当金受取方法を採用していない証券会社にご預託の場合は選

択できません。詳しくはお取引の証券会社にお問い合わせください。

※ �お取引の証券会社のうち1社にお申し出いただくことにより、すべての銘柄の配当金を同一銀行口座にてお受
取りいただけます。

A証券会社
300株分

当社
配当金 500株分

当社
配当金

当社
配当金

A会社
配当金

A会社
配当金

銀行

A銀行 B銀行

B会社
配当金

B証券会社
200株分
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特別口座株主向け案内*電子提供措置用・交付書面用*

ご案内 ※ご一読ください

特別口座にて株式をご所有の株主さまへ

特別口座に記録されているかどうかのご確認方法につきまして

特別口座から証券会社口座への株式移管の方法

証券会社口座への振替以外に、売買を行う方法につきまして（単元未満株式に限ります）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
　

 0120-232-711（通話料無料）受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日などを除く）

株式のお手続につきまして

2009年１月５日に実施されました株券電子化により、すべての上場会社の株式は、証券会社などの口座管理機
関の口座にて電子的に管理されております。株券電子化移行時点におきまして、ご所有の株式を証券保管振替機
構に預託されなかった株主さまにつきましては、当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に「特
別口座」を開設させていただいております。しかしながら、特別口座の株式につきましては、特別口座のままで
は売買ができませんので、特別口座から証券会社口座への振替などをお願いいたします。

次の三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせください。

証券会社に口座を
開設する。 三菱UFJ信託銀行に

振替用の請求用紙を
請求する。

送られた請求用紙に
必要事項を

記入・押印して、
三菱UFJ信託銀行に
送付する。

これにて
手続は
完了です。

証券会社の
口座に株式が
移管されます。

既に証券会社に株式の取扱い
ができる口座をお持ちであれ
ば、新たに開設
の必要はござい
ません。

特別口座にある株式が単元未満株式（100株未満の株式）の場合、当社に対して買い取りをご請求いただくこ
とができますので、三菱UFJ信託銀行株式会社までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

7
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、配当方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金50円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、359,557,500円となります。
これにより、中間配当金30円を含めた年間配当金は、１株につき80円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月26日といたしたいと存じます。

8
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監査等委員でない取締役選任議案

候補者
番号 氏名 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席状況

1
は ら

原
 

　
 

　
ま さ ふ み

匡史 男性 再任
　

代表取締役社長
14／14回
（100％）

2
にし 

西
 

　
 

　
しゅういち

修一 男性 再任
　

専務取締役
川崎支店長

14／14回
（100％）

3
み か み  

三上
 

　
し ん じ

慎治 男性 再任
　

常務取締役
業務部長、関西・中京地区統括、青果営業部、国際営業部、
経営企画部、デジタル推進部、通関部管掌

14／14回
（100％）

4
と み な が  

冨永
 

　
 

　
わたる 

超 男性 再任
　

取締役
執行役員志布志支店長、九州地区統括、
港運・コンテナ部管掌

14／14回
（100％）

5
お お の

大野
 

　
ぶ い ち

武一 男性 再任
　

取締役
執行役員管理本部長、総務部、経理部、情報管理部、
業務監査部、安全・品質管理部、広報部管掌

10／10回
（100％）

6
ほ り

堀
 

　
 

　
た つ よ し

龍義 男性
再任

社外

独立役員
　

社外取締役
14／14回
（100％）

7
な ん ぶ

南部
 

　
ま さ み つ

雅実 男性
再任

社外

独立役員
　

社外取締役
14／14回
（100％）

再任
　

再任取締役候補者 社外
　

社外取締役候補者 独立役員
　

東京証券取引所の定めに基づく独立役員

第２号議案　監査等委員でない取締役７名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員でない取締役全員（７名）は任期が満了となりますので、改め

て監査等委員でない取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者の選任方針を踏まえ、監査等委員である

取締役を含む過半数が独立社外取締役にて構成する任意の指名・報酬諮問委員会での審議・検討プロセスなどを
検討した結果、特段指摘すべき事項はございませんでした。

監査等委員でない取締役候補者は次のとおりです。

（注）大野武一氏の取締役会出席状況につきましては、2025年６月26日開催の第114回定時株主総会におきまして新たに選任されたた
め、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

9
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監査等委員でない取締役選任議案

候補者番号１
は ら

原　　
ま さ ふ み

匡史 再任
　

1959年11月12日生まれ　男性

　

◆ 所有する当社株式数
34,700株

◆ 取締役会出席状況
14/14回（100％）

　

略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1985年 4月 当社に入社
2009年 6月 執行役員経営企画部長
2010年 6月 取締役執行役員業務部長兼営業部、経営企画部担当
2013年 4月 取締役常務執行役員業務部長兼港運部長兼営業部、青果営業部、国際営業部担当
2014年 4月 代表取締役社長（現任）
　

監査等委員でない取締役候補者とした理由

　倉庫業、港湾運送業など当社事業に携わり、2013年より取締役常務執行役員として国際部門を担当す
るなど、国内外における当社グループの事業全体の豊富な経験と実績を有しております。現在、代表取締
役社長及び取締役会議長を務め、取締役会の機能強化に貢献するとともに、当社グループのコンプライア
ンス・リスクマネジメント態勢の整備、コーポレート・ガバナンスの強化、ESG経営を推進しておりま
す。当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すため、監査等委員でない取締役候補者といたしまし
た。

候補者番号２
に し

西　　
し ゅ う い ち

修一 再任
　

1961年１月16日生まれ　男性

　

◆ 所有する当社株式数
13,300株

◆ 取締役会出席状況
14/14回（100％）

　

略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1986年 11月 当社に入社
2010年 ６月 執行役員志布志支店長
2014年 ４月 執行役員川崎支店長
2014年 ６月 取締役執行役員川崎支店長
2016年 ４月 取締役執行役員川崎支店長　港運部管掌、担当
2017年 ４月 取締役常務執行役員川崎支店長兼港運部長
2021年 ６月 常務取締役川崎支店長兼港運部長
2022年 ４月 専務取締役川崎支店長兼港運部長
2023年 ４月 専務取締役川崎支店長、港運部管掌
2024年 ４月 専務取締役川崎支店長（現任）
　

監査等委員でない取締役候補者とした理由

　倉庫業、港湾運送業など当社事業に携わり、国際貿易の根幹を担う港運部門の要職を歴任するなど、国
内外における当社グループの事業全体の豊富な経験と実績を有しております。また、子会社の取締役社長
の経験を通じ、企業経営や人材育成に関する当社グループの総合力を発揮することに貢献するとともに、
コンプライアンス・リスクマネジメント態勢の整備、コーポレート・ガバナンスの強化、ESG経営を推進
しております。当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すため、監査等委員でない取締役候補者と
いたしました。

10
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監査等委員でない取締役選任議案

候補者番号３
み か み

三上　
し ん じ

慎治 再任
　

1965年３月21日生まれ　男性

　

◆ 所有する当社株式数
9,600株

◆ 取締役会出席状況
14/14回（100％）

　

略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1987年 4月 当社に入社
2014年 4月 執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長
2015年 1月 執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長兼大井事業所長
2016年 4月 執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長
2017年 6月 取締役執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長
2018年 4月 取締役執行役員業務部長、青果営業部、国際営業部、経営企画部管掌
2023年 4月 常務取締役業務部長、関西・中京地区統括、青果営業部、国際営業部、経営企画部、デジタル推進部管掌
2025年 4月 常務取締役業務部長、関西・中京地区統括、青果営業部、国際営業部、経営企画部、デジタル推進部、

通関部管掌（現任）
　

監査等委員でない取締役候補者とした理由

　倉庫業、港湾運送業など当社事業に携わり、2018年より取締役執行役員として国際部門を担当、2023
年より常務取締役としてデジタル推進部門を担当するなど、国内外における当社グループの事業全体の豊
富な経験と実績を有しております。また、子会社管理の担当役員の経験を通じ、企業経営や人材育成に関
する当社グループの総合力を発揮することに貢献するとともに、コンプライアンス・リスクマネジメント
態勢の整備、コーポレート・ガバナンスの強化を推進しております。当社グループの持続的な企業価値の
向上を目指すため、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

候補者番号４
と み な が

冨永　　
わたる

超 再任
　

1967年12月13日生まれ　男性

　

◆ 所有する当社株式数
7,000株

◆ 取締役会出席状況
14/14回（100％）

　

略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1990年 4月 当社に入社
2020年 4月 執行役員志布志支店長
2023年 6月 取締役執行役員志布志支店長、九州地区統括
2024年 4月 取締役執行役員志布志支店長、九州地区統括、コンテナ事業推進部管掌
2026年 4月 取締役執行役員志布志支店長、九州地区統括、港運・コンテナ部管掌（現任）
　

監査等委員でない取締役候補者とした理由

　倉庫業、港湾運送業など当社事業に携わり、港湾運送及び九州地区の統括も担当するなど、当社グルー
プの事業全体の豊富な経験と実績を有しております。また、子会社の取締役社長の経験を通じ、企業経営
や人材育成に関する当社グループの総合力を発揮することに貢献するとともに、コンプライアンス・リス
クマネジメント態勢の整備、コーポレート・ガバナンスの強化、ESG経営を推進しております。当社グル
ープの持続的な企業価値の向上を目指すため、監査等委員でない取締役候補者といたしました。
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監査等委員でない取締役選任議案

候補者番号５
お お の

大野　
ぶ い ち

武一 再任
　

1965年10月17日生まれ　男性

　

◆ 所有する当社株式数
5,500株

◆ 取締役会出席状況
10/10回（100％）

　

略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況

1989年 4月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）に入社
2009年 4月 当社に出向
2013年 4月 執行役員経営企画部長
2014年 4月 執行役員業務部長兼経営企画部長
2016年 4月 当社に転籍

同年 同月 執行役員業務部長、経営企画部、国際営業部担当
2018年 4月 執行役員東京支店長
2020年 4月 執行役員経理部長
2023年 4月 執行役員経理部長、業務監査部担当
2025年 6月 取締役執行役員経理部長、総務部、情報管理部、業務監査部、安全・品質管理部、広報部管掌
2026年 4月 取締役執行役員管理本部長、総務部、経理部、情報管理部、業務監査部、安全・品質管理部、

広報部管掌（現任）
　

監査等委員でない取締役候補者とした理由
　金融機関における勤務を活かし、財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識を有しております。当社
に入社後は、経営企画、営業の業務に携わり、現在は管理部門を管掌し、法務、財務、人事、情報管理な
ど管理機能を強化するとともに、コンプライアンス・リスクマネジメント態勢の整備、コーポレート・ガ
バナンスの強化、ESG経営を推進しております。金融機関及び当社管理部門における業務経験は、当社グ
ループの持続的な企業価値の向上に役立つものと考え、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

候補者番号６
ほ り

堀　　
た つ よ し

龍義
再任

社外

独立役員
　

1975年４月20日生まれ　男性

　

◆ 所有する当社株式数
900株

◆ 取締役会出席状況
14/14回（100％）

　

略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況

2010年 9月 堀特許事務所所長
2011年 11月 株式会社トーコー総研取締役（現任）
2015年 6月 株式会社東光コンサルタンツに入社
2016年 1月 同社大阪支店長
2016年 5月 同社執行役員大阪支店長
2018年 4月 同社執行役員九州支店長
2020年 5月 株式会社トーコー地質取締役（現任）
2020年 11月 株式会社東光コンサルタンツ取締役兼執行役員九州支店長
2021年 4月 同社取締役兼執行役員本社事業部長
2021年 10月 同社取締役
2022年 4月 同社常務取締役総括本部長
2022年 12月 株式会社トーコー和歌山代表取締役社長（現任）
2023年 6月 当社社外取締役（現任）
2024年 1月 株式会社トーコー福岡代表取締役社長（現任）
2025年 11月 株式会社東光コンサルタンツ常務取締役（現任）

　
監査等委員でない独立社外取締役候補者とした理由及び独立社外取締役に期待される役割の概要

　建設コンサルタント会社の要職を歴任して企業経営やシステム開発、営業部門に携わり、法務、人事な
どの多岐にわたる経験と専門知識を有しております。これらの経験に基づき、客観的・中立的な立場から
取締役の業務執行に対し監督、助言をいただいております。当社グループの持続的な企業価値の向上に向
けて、独立した立場から、当社グループ経営に対する監督、助言を一層行っていただくため、監査等委員
でない独立社外取締役候補者といたしました。12
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監査等委員でない取締役選任議案

候補者番号７
な ん ぶ

南部　
ま さ み つ

雅実
再任

社外

独立役員
　

1963年１月５日生まれ　男性

　

◆ 所有する当社株式数
400株

◆ 取締役会出席状況
14/14回（100％）

　

略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況
1985年 4月 第一生命保険相互会社に入社
2006年 4月 同社契約医務部長
2008年 4月 同社町田支社長
2010年 4月 第一生命保険株式会社町田支社長
2011年 4月 同社業務部長
2012年 4月 同社執行役員業務部長
2015年 4月 同社常務執行役員
2016年 10月 同社取締役常務執行役員
2020年 4月 第一生命ホールディングス株式会社（現株式会社第一ライフグループ）専務執行役員

同年 同月 第一生命保険株式会社代表取締役専務執行役員
2023年 4月 同社取締役専務執行役員
2024年 4月 同社常勤顧問
2024年 6月 当社社外取締役（現任）
　

監査等委員でない独立社外取締役候補者とした理由及び独立社外取締役に期待される役割の概要

　金融機関に長年にわたり要職を歴任して企業経営や営業部門に携わり、人材開発などの多岐にわたる経
験と専門知識を有しております。これらの経験に基づき、客観的・中立的な立場から取締役の業務執行に
対し監督、助言をいただいております。当社グループの持続的な企業価値の向上に向けて、独立した立場
から、当社グループ経営に対する監督、助言を一層行っていただくため、監査等委員でない独立社外取締
役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はございません。
２. 堀龍義氏及び南部雅実氏は監査等委員でない独立社外取締役候補者です。
３. 堀龍義氏及び南部雅実氏は現在当社の独立社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって堀龍義氏が３年、南

部雅実氏が２年となります。
４. 当社は、堀龍義氏及び南部雅実氏との間にて会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。堀龍義

氏及び南部雅実氏の選任が承認された場合は、両氏との間にて当該契約を継続する予定です。その契約の内容の概要は次の
とおりです。
・独立社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度と

して、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該独立社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が

ないときに限るものとする。
５. 当社は、堀龍義氏及び南部雅実氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
６. 当社は、各候補者との間にて会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契約の内容は、

同条第１項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内におきまして当社が補償するものです。各候補者の選
任が承認された場合は、各候補者との当該契約を継続する予定です。

７. 当社は、保険会社との間にて会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、監査等委員でない取
締役を含む被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険により填補することとしておりま
す。各候補者が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、すべての被保険者につきまして、保
険料を全額当社が負担しております。なお、当該保険は任期途中に契約を更新する予定です。
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ご参考

ご参考

社外取締役の独立性基準
社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社にお
ける社外取締役候補者は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しないものといたします。
（１）当社及び当社の子会社（以下、当社グループ）の業務執行者（※１）
（２）主要な取引先（※２）
・当社グループを主要な取引先とする者（※３）、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者
・当社グループの主要な取引先（※３）、もしくはその者が法人等である場合はその業務執行者
・当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関等の業務執行者

（３）専門家（※２）
・当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、ま
たは法律専門家

・当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社
等の専門サービスを提供する法人等の一員

（４）寄付
当社グループから多額の寄付等を受ける者もしくはその業務執行者

（５）主要株主（※４）
当社の主要株主、もしくは主要株主が法人等である場合はその業務執行者

（６）近親者
次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く）の近親者（配偶者または二親等以内の親族）
・上記（１）～（５）に該当する者
・当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人

（※１）過去10事業年度において該当する者をいう。
（※２）過去１事業年度において該当する者をいう。
（※３）当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える者をいう。
（※４）株主等の総議決権の10％以上の当社株式を保有する者または保有する法人をいう。
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ご参考

ご参考

指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機能の強化、コー
ポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、過半数が独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会
を設置しております。
当事業年度は、監査等委員である取締役を含む独立社外取締役３名と代表取締役の計４名で構成され、独立社

外取締役が委員長を務めました。
（１）指名・報酬諮問委員会の役割
取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
・取締役の選任及び解任に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
・その他、取締役会が必要と判断した事項

（２）指名・報酬諮問委員会の構成
・取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
・指名・報酬諮問委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

なお、監査等委員でない取締役候補者は、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会において決
定したものです。
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【本定時株主総会後の取締役（予定）のスキル・マトリックス】

氏名 当社における地位
指名・
報酬諮問
委員会

企業経営
コンプライ
アンス・

リスクマネジ
メント・法務

営業・
マーケティング 国際性 IT・DX・

テクノロジー
ESG・サステ
ナビリティ 財務会計 人事・労務

総合物流業
及び業界の

知見

原　匡史 代表取締役社長 ● 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇

西　修一 専務取締役 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇

三上慎治 常務取締役 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

冨永　超 取締役執行役員 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大野武一 取締役執行役員 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

堀　龍義 独立社外取締役 ●
(委員長) 〇 〇 〇 〇 〇

南部雅実 独立社外取締役 ● ○ ○ ○

鈴木康司
（任期中） 取締役常勤監査等委員 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山本博毅
（任期中） 独立社外取締役監査等委員 ● 〇 〇 〇 〇

鴇田英之
（任期中） 独立社外取締役監査等委員 〇 〇 〇

杉本尚子
（任期中） 独立社外取締役監査等委員 〇 〇

【本定時株主総会後の取締役（予定）のスキル・マトリックス】

各取締役の有するすべてのスキル・経験を表すものではございません。
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各スキルの定義と選定理由

スキル 定義 選定理由

企業経営 企業の代表取締役またはそれに準ず
る経営経験

当社グループの企業価値向上のための経営戦略を実行・監督
し、企業マネジメントを行うため

コンプライアンス・
リスクマネジメント・

法務
コンプライアンス体制構築・
リスク管理・法務の経験・知識

企業の存続に必要な社会との調和及び倫理性の確保のため、
コンプライアンスと適切なリスク管理を行うため

営業・マーケティング 営業・マーケティングの経験・知識 お得意さまのニーズを的確に捉え、時代を先取りした付加価
値の高いサービスを創出し、提供を行うため

国際性 海外事業の経験・知識 国際物流の拡大に向け、海外における成長戦略の策定や海外
拠点の監督を行うため

IT・DX・テクノロジー デジタル技術の経験・知識 経営基盤の強化のためのシステム構築、セキュリティ対策、
業務改革を行うため

ESG・
サステナビリティ

環境マネジメント・サステナビリテ
ィ関連のリスクマネジメントの経
験・知識

持続可能な社会の実現に向けて、当社の事業展開そのものが
社会全体のサステナビリティ確保につながるよう、経営の監
督、リスク管理を行うため

財務会計 財務戦略、会計、税務の経験・知識 経営戦略と連動した会計・財務戦略を遂行するため、成長投
資、資本政策の推進、経営の監督、リスク管理を行うため

人事・労務 多様な人材の確保・育成・活用、
労務の経験・知識

成長戦略の担い手である従業員の育成やエンゲージメント向
上、並びに多様な人材のマネジメントを行うため

総合物流業及び
業界の知見 物流業・物流業界の経験・知識 事業拡大のため、業界の習慣、規制及びルールを熟知し、変

化する環境下においても具体的な施策を行うため

各スキルの定義と選定理由

以　上

17



2026/05/25 18:45:22 / 25300265_東洋埠頭株式会社_招集通知_電子提供措置用

事業の経過及びその成果

事業報告 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日）

１．企業集団の現況に関する事項
(１) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国の通商政策の動向や中東、ロシア・ウクライナ戦争などの地政学リスク、
諸物価の高騰が継続していることにより、依然として先行き不透明な状況が続きました。

物流を取り巻く環境は、深刻な人手不足や輸送能力の不足、諸費用の高止まりなどにより、厳しい状況が続きました。
このような経営環境の中、当社グループでは、グループ各社の連携を一層強化し、営業の拡大、費用の削減、経営基盤の

強化、社会的責任の向上に取り組んでまいりました。また、諸費用の高騰に対応した適正な料金収受に努めました。
国内総合物流事業では、倉庫業、港湾運送業、その他の業務の取扱いが増加いたしました。倉庫業では、農産品、合成樹

脂などが増加したことにより、入出庫数量は前期を上回りました。港湾運送業では、コンテナ、ばら積み貨物の取扱数量が
増加いたしました。自動車運送業では、一部の貨物の荷動きが低調に推移したことにより、取扱数量が減少いたしました。

国際物流事業では、中央アジア向け輸送が増加したことなどが収益に大きく寄与いたしました。
以上の結果、当期の営業収益は380億７千９百万円（前期比29億７千８百万円、8.5％増収）、営業利益は15億１百万円

（前期比３億４千５百万円、29.9％増益）となり、営業収益、営業利益ともに前期を上回りました。
営業外収支では、支払利息が増加いたしましたが、受取配当金や持分法による投資利益が増加したことなどにより、経常

利益は19億４千３百万円（前期比５億５千８百万円、40.3％増益）となりました。
以上により、親会社株主に帰属する当期純利益は14億６千６百万円（前期比３億４千１百万円、30.4％増益）となりま

した。
なお、当連結会計年度は、経営三カ年計画「Fly to the Next 2025」（2023年度～2025年度）の最終年度にあたりま

す。当社グループは、お得意さま・株主さま・地域社会・協力会社・従業員などすべてのステークホルダーに対して、現在
以上に健全で価値ある企業として、持続的に発展していく企業を目指し、2028年度に迎える創業100周年のあるべき姿の
実現に向けて、営業の拡大や、経営基盤の強化、社会的責任の向上など、策定した計画の諸施策を行ってまいりました。

しかし、ウクライナや中東情勢など地政学リスクの高まり、エネルギー資源をはじめとした原材料価格の高騰、円安の進
行、物価や人件費の上昇など、当社グループを取り巻く環境に大きな変化があり、2024年５月に計画の一部を修正いたし
ました。修正後も地政学リスクのさらなる長期化や、エネルギー資源をはじめとした諸物価の高止まりなど、物流を取り巻
く環境は、より厳しい状況が続きました。このような状況のもと、一部の投資計画を見直したことなどにより、営業収益や
EBITDA（営業利益+減価償却費）は計画を下回りましたが、業務の効率化などを進めた結果、営業利益は計画を達成し、
当期純利益につきましても政策保有株式の縮減などにより計画を上回りました。

株主さまへの価値向上政策及び株式市場にて適正な評価を得るための取り組みの一環として、2025年度は発行済株式総
数（自己株式を除く）に対する割合2.89％・208,500株・総額326百万円の自己株式を取得し、政策保有株式のうち５銘
柄を売却いたしました。

サステナビリティへの取り組みにつきましては、投資家に環境情報を提供する国際的な評価機関であるCDPの
SME（Small and Medium Enterprise：中小企業）版への質問書に回答し、自社の環境リスクやその影響を認識し、行動
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事業の経過及びその成果

している企業としてスコアB（マネジメントレベル）の評価を得ました。その他の具体的な取り組みにつきましては、「事
業別の概況」に続く「サステナビリティに関する考え方及び取り組み」に記載のとおりです。

偶発債務につきましては、当社川崎支店の火災に関する損害賠償請求訴訟が提起されておりますが、当社といたしまして
は、事実関係の認識などに相違があるため、訴状の内容を精査の上、適切に対処してまいりました。
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セグメント別営業収入構成比

事業別の概況 ※営業収益・営業利益は、セグメント間の取引を含んでおります。

倉庫業
30.4%

港湾
運送業
22.3%

自動車
運送業
14.9%

その他
の業務
17.4%

国
内
総
合
物
流
事
業 

85
％

国
際
物
流
事
業 
15
％

セグメント別
営業収益構成比 国内総合物流事業

営業収益 32,809百万円（前期比4.9％）

営業利益 1,330百万円（前期比21.5％）

倉庫業 営業収益　11,735百万円（前期比7.3％） 10,932 11,735

2024年度
第114期

2025年度
第115期

　入出庫数量は358万トン（前期328万トン）と前期を上回りましたが、平
均保管残高は28万トン（前期28万トン）と前期並みとなりました。麦などの
取扱いが減少いたしましたが、農産品、合成樹脂などの取扱いが増加いたし
ました。

港湾運送業 営業収益　8,597百万円（前期比4.3％） 8,245 8,597

2024年度
第114期

2025年度
第115期

　ばら積み貨物の取扱数量は511万トン（前期492万トン）となり、穀物な
どの取扱数量が増加いたしました。また、コンテナの取扱数量が増加いたし
ました。

自動車運送業 営業収益　5,744百万円（前期比△0.8％） 5,787 5,744

2024年度
第114期

2025年度
第115期

　飲料などの取扱数量が減少いたしました。

その他の業務 営業収益　6,732百万円（前期比6.8％） 6,305 6,732

2024年度
第114期

2025年度
第115期

　新規施設の本格稼働により物流関連施設の賃貸に伴う収入が増加いたしま
した。

国際物流事業
営業収益 5,616百万円（前期比33.4％）

営業利益 157百万円（前期比228.3％）

4,211
5,616

2024年度
第114期

2025年度
第115期

　中央アジア向け貨物の取扱いが増加いたしました。
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セグメント別営業収入構成比

Environment ：環境の保全 環境方針
Social ：社会への貢献 品質方針

安全衛生方針
社会・地域貢献活動推進方針
ダイバーシティ＆インクルージョン方針
人材育成方針

Governance ：ガバナンスの向上 内部統制システムの基本方針

サステナビリティに関する考え方及び取り組み
当社グループは、すべてのステークホルダーにとって現在以上に価値ある企業になるために、「サステナビリティに関する考

え方」をまとめております。

経営理念

行動の指針

サステナビリティに関する考え方
Environment・Social・Governance

お得意さま

（当社グループのサステナビリティ概念図）

地域・社会株主さま

協力会社 従業員等

① 「サステナビリティに関する考え方」
当社グループは、お得意さまをはじめ、株主さま、地域社会、協力会社、従業員などすべてのステークホルダーに対し
て、現在以上に価値ある企業になるために事業を展開しております。
事業展開そのものが、社会全体のサステナビリティの確保につながるよう、ESG（Environment、Social、
Governance）それぞれの取り組みに対して方針を定めております。

方針に基づいた取り組み計画を、経営三カ年計画、年度ごとの予算に反映し、達成状況を確認、適時適切に改善するこ
とにより、推進しております。
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セグメント別営業収入構成比

課題と対応する方針 主要な取り組み 関連するSDGs

環境の保全
「環境方針」
環境に配慮した
事業活動の推進

・環境負荷低減型機材、施設の導入
・カーボンニュートラルへの取り組み
・お得意さまへのモーダルシフトの提案
・大気汚染、水質汚濁の防止
・3R（リデュース、リユース、リサイク
ル）の推進

・環境に関する認証などの取得※１※２※３

　

社会への貢献

「品質方針」
物流サービスの品質向上

・ISO9001に基づく物流品質の向上
・多種多様な貨物の特性に応じた物流品
質の向上

・DXの推進（業務の効率化、高度化及
び情報サービスの提供）※４

　

「安全衛生方針」
安全で働きやすい
職場環境の整備

・安全衛生管理の着実な実行
・働きやすい職場環境の確立
・心身両面の健康管理の強化

　

② 環境・社会・ガバナンスの取り組み

※１省エネ法「事業者クラス分け評価制度」：優良事業者Sクラス
※２国際的な環境行動に関する格付機関であるCDPの2025年「SME（中小企業）版」への回答
※３エコステージ認証（東扇島支店）、グリーン経営認証（川崎支店）を取得
※４経済産業省「DX認定事業者」の認定取得
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セグメント別営業収入構成比

課題と対応する方針 主要な取り組み 関連するSDGs

社会への貢献

「社会・地域貢献
活動推進方針」
地域社会との調和

・事業を通じた地域社会への貢献
・社会・地域貢献活動への参加
・業界団体や地域社会との協働

　

「ダイバーシティ＆
インクルージョン方針」
人材の多様性確保

・ダイバーシティと女性活躍の推進
・ハラスメントの防止
・多様な人材の募集
・人権の尊重

　

「人材育成方針」
人材育成の強化

・従業員の能力向上
・体系的な研修プログラムの充実
・自己啓発制度の活用促進
・OJTの強化
・キャリアアップの促進 　

ガバナンスの
向上

「内部統制システム
の基本方針」
ガバナンスの強化

・コンプライアンス（法令遵守）の徹底
・内部統制の実効性の向上
・リスク管理体制の強化
・情報セキュリティの強化
・災害に強い設備・体制づくり
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事業トピックス①

積極的な事業投資とDXの推進 ❶

　常陸那珂事業所は、業容の拡大を図るため、新たに茨城港（常陸那珂港
区）に事業用地（10,000㎡）を取得いたしました。
　茨城港（常陸那珂港区）は、近年、混雑の激しい京浜港の代替港として注
目を集めており、北関東、南東北の各エリアの国際流通拠点として、さらな
る発展が見込まれております。
　今回取得した事業用地は、当社常陸那珂事業所に近接しており、既存倉庫
群との一体的な運営により、さらなる効率化が可能となります。
　今後も積極的な投資を推進し、お得意さまの物流効率化及びサプライチェ
ーン全体の付加価値向上に貢献してまいります。

常陸那珂事業所（本件土地）

　常陸那珂事業所は、お得意さまのニーズにおこたえするため、重量物に対応した天井クレーン付き倉庫を建設
いたしました。新倉庫は、複数の天井クレーンを導入し、重量物物流に対応した施設です。また、天井には大型
シーリングファンを備え、品質管理や作業環境にも配慮した仕様となっております。
　当社グループは、お得意さまの多種多様なニーズにおこたえし、最適な物流ソリューションを提供してまいり
ます。

常陸那珂事業所　事業用地の取得

常陸那珂事業所　新倉庫の竣工
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事業トピックス①

積極的な事業投資とDXの推進 ❷

　当社は、基幹システムを刷新し、新しい倉庫管理システム
（WMS）を導入いたしました。WMSは倉庫内の入出庫・在庫・
ロケーションを一元管理するシステムであり、商品の入庫から出
庫までのプロセスをデジタルにより可視化し、倉庫内の作業効率
と在庫精度向上を実現するものです。また、業務効率化の一貫と
して、請求書受領システムを導入し、請求書の受領・内容確認・
送付・保管及び支払に関する一連の業務負担を軽減し、併せてペ
ーパーレスを実現いたしました。
　当社グループは、すべての倉庫内作業をデジタル化することに
より、業務の効率化・標準化を図ってまいります。

お得意さま側PC
WMS

WMS

倉庫管理システム

入出庫管理
作業管理

在庫管理

バーコードラベル、
帳票類発行

国際物流の拡大

　当社グループの株式会社東洋トランスは、中央アジア向け輸送サービスの拡充を目指して営業活動を推進して
おります。その結果、カザフスタン向け乗用車の輸送、ウズベキスタン向け大型貨物の輸送などを獲得いたしま
した。また、カザフスタンにおきまして、2024年４月に開設いたしました5,800㎡の倉庫に続き、2026年４月
に4,800㎡の倉庫が稼働いたしました。本倉庫は倉庫内に600㎡の危険品倉庫を併設しており、様々な需要に対応
できる施設です。
　当社グループは、中央アジアにおけ
る物流サービスをはじめ、欧米・アジ
ア地域でのサービス充実に努めてお
り、引き続きサプライチェーンの安定
化に貢献してまいります。

基幹システムの刷新、請求書受領システムの導入

中央アジア物流の業容拡大
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事業トピックス②

株主還元策の実施

　当社は、株主さまへの価値向上政策及び株式市場にて適正な評価を得るための取り組みの一環として、2025年
度は発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.89％・208,500株・総額326百万円の自己株式取得を行
いました。
　今後も株式市場にて適正な評価を得るため、「企業価値の向上」、「株主還元策の実施」、「IRの充実」に継続
して取り組んでまいります。

サステナビリティへの取り組み❶

　2025年９月、当社グループが運営に参画している川崎港コンテナター
ミナルにおきまして、国土交通省の「CNP認証（コンテナターミナル）」
制度創設後、全国初となる認証を取得いたしました。
　本制度は、2025年度より国土交通省が運用を開始した、港湾ターミナ
ルにおける脱炭素化の取り組みを客観的に評価する制度です。
　今回の認証では、川崎市、指定管理者、当社グループが連携して脱炭素
化に取り組んでいることが評価され、１～５の多段階評価のうち「レベル
４＋」を獲得いたしました。
　特に当社グループが導入いたしました低・脱炭素型トランスファークレ
ーンの導入率が89％に達していたことなどから、全国で２番目に高い評価
結果となりました。
　今後も関係各所と協力しながら環境対策を推進し、より良いコンテナタ
ーミナル運営に貢献してまいります。

自己株式の取得

川崎港コンテナターミナル　CNP認証の取得
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事業トピックス②

サステナビリティへの取り組み❷

　当社は、2025年度のCDP「SME（中小企業）版」におきまして、最高評価にあたるスコアBに認定されまし
た。これは気候変動の分野がマネジメントレベルに位置付けられると評価されたものです。CDPは環境情報の開
示を推進する英国の国際的非営利団体であり、CDPへの回答の環境情報開示及びその評価プロセスは、企業の環
境情報開示におけるグローバルスタンダードとして広く認知されております。
　当社グループは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題であることを認識し、環境に配慮した事業活動の実
践により、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

　当社グループが運営に参画している川崎港コンテナターミナ
ルにおきまして、2025年10月と2026年１月に、川崎港運協
会及び日本船主協会主催の見学会が開催され、小学生など延べ
約195名が参加いたしました。
　当日は、冷凍品・冷蔵品を運ぶリーファーコンテナの中に入
るほか、コンテナを吊りあげて移動するリーチスタッカー（大
型荷役車両）に乗車するなど、「働く港」の迫力を間近に体感
していただきました。また、次世代を担う子供たちに、物流企
業が日本の暮らしと産業を支えていることを理解していただき
ました。
　当社グループは、今後も地元の自治体や各団体とともに、地
域社会に貢献し、SDGs活動に一層取り組んでまいります。

　当社は、消費電力量の削減が見込まれる冷凍冷蔵設備への更新の際、グリーンローンを活用した資金調達を行
いました。グリーンローンとは、環境改善効果のある事業に限定された資金調達手法です。当社グループでは、
経営三カ年計画「Fly to the Next 2028」に基づき、今後もSDGs活動など事業を通じたサステナビリティの確
保に継続して取り組んでまいります。

CDPスコアB評価の取得

川崎港コンテナターミナル見学会の開催

グリーンローンによる資金調達
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設備投資等の状況、資金調達の状況

(２) 設備投資等の状況
当連結会計年度中におきまして実施いたしました当社グループの設備投資の総額は、3,384百万円であり、その主なもの
は次のとおりです。
① 当連結会計年度中に完成・取得した主要設備
・博多支店におきまして、天井クレーン付き倉庫を新設し、2025年８月に稼働いたしました。
・常陸那珂事業所におきまして、事業用地を2025年10月に取得いたしました。
・常陸那珂事業所におきまして、天井クレーン付き倉庫を新設し、2025年11月に稼働いたしました。

② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充
・基幹システムの刷新を進めており、2026年４月より順次移行を開始しております。
・川崎支店におきまして、大型荷役機械の設備更新を進めており、2026年５月に完了しております。
・博多支店におきまして、天井クレーン付き倉庫の改修を進めており、2027年１月に完了予定です。

③ 重要な固定資産の売却、撤去、滅失
・該当事項はございません。

(３) 資金調達の状況
社債や新株式発行等による資金調達はございません。
金融機関からの借入れによって資金調達を行っております。
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対処すべき課題

(４) 対処すべき課題
(１) 経営三カ年計画「Fly to the Next 2028」の達成

当社グループは、お得意さまをはじめ、株主さま、地域社会、協力会社、従業員などすべてのステークホルダーに対
して、現在以上に価値ある企業になるために持続的に発展した姿を目指します。

そこで、当社グループを取り巻く経営環境の変化を踏まえ、2028年度を最終年度とする経営三カ年計画「Fly to 
the Next 2028」を策定し、次の経営課題に対応してまいります。

① 新たな収益の柱となる新規業務の稼働と、新規事業の開始に向けた準備の加速
2025年度に建設いたしました常陸那珂事業所の天井クレーン付き普通倉庫は、満床での稼働となりました。

今後もお得意さまのニーズに確実におこたえできるよう新規業務の稼働を進めてまいります。また、カーボン
ニュートラル社会の実現に向け、先進的CCS事業（二酸化炭素の分離回収・輸送・貯留）の液化二酸化炭素の
港湾出荷基地の整備、稼働に向けて準備を加速してまいります。

② 独自性を発揮した事業の継続・深化と、積極的な投資による継続的な成長、及び安定した利益の確保
川崎支店のプライベートバース（自社埠頭）や、危険品、青果物、穀物サイロ、野積みなどの独自性を発揮

した倉庫の業務につきまして、さらなる深化を追求し、継続的な成長と安定した利益を確保してまいります。
③ 国際物流事業のネットワークの拡大

当社グループは、2024年度よりカザフスタン共和国に進出し、2026年４月には倉庫を増築いたしました。
お得意さまの多種多様なニーズに対して積極的に投資を行うほか、最適な物流提案を通じて取扱数量の増加を
図り、欧米・東南アジア及び中央アジア諸国を中心とした国際物流事業の拡大に取り組んでまいります。

④ 連結営業収益400億円の達成
国際物流部門の地政学リスクが見通せないことや、2027年度からの新リース会計基準の適用などの状況の変

化はあるものの、連結営業収益400億円の達成に向け、新規営業の強化や既存顧客のニーズにおこたえして積
極的な提案を行い、業務の受託を進めてまいります。

⑤ 施設・設備の計画的な修繕、更新、リニューアル
当社は、倉庫や荷役機器など多くの施設・設備を保有しており、長期間安定的に稼働させるために、安全か

つ確実に更新する必要がございます。環境及び災害対策を図りながら、計画的な更新を実施してまいります。
また、改修や建て替えの際は、収益性や安全性を高め、環境に配慮した施設・設備への更新を進めてまいりま
す。

⑥ EBITDA（営業利益＋減価償却費）の増加
積極的な投資による継続的な成長、及び安定した利益の確保を行いつつ、事業におけるキャッシュ創出力を

向上させ、すべてのステークホルダーに対し、現在以上に価値ある企業として持続的に発展した姿を目指して
まいります。
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対処すべき課題

⑦ 採用活動の強化、人材の育成
少子高齢化、仕事に対する価値観の変化などにより、人手不足の問題は年々深刻化しております。人材の確

保と定着率の維持向上、人材育成は重要な経営課題です。
インターンシップや会社見学、広報活動などの充実、中途採用を含めた通年採用の実施、ダイバーシティの

促進などに取り組むことにより、人材の確保に努めてまいります。また、ベースアップや昇格制度の明確化な
ど人事・給与制度の各種見直し、休暇制度や福利厚生の充実を図り、働きがいや働きやすい職場環境の整備を
進め、従業員の定着率向上を図ってまいります。さらに、体系立てた研修などを実施するとともに、上司と部
下、職場内でのコミュニケーションの促進を図り、人材育成体制を整備し、一人ひとりの能力と組織力を向上
させてまいります。

⑧ 安全及び物流品質の向上
お得意さまにご満足いただけるより良いサービスを提供するため、安全・安心な職場環境を整備し、物流品

質の向上を図ることは、重要な経営課題です。そのため、安全衛生と物流品質マネジメントを強化するため、
安全・品質管理部を設置し、労働災害の防止やISO9001に基づく物流品質の向上に取り組んでおります。ま
た、安全性向上や効率化に資する設備投資や安全教育の実施も積極的に推進してまいります。

⑨ デジタル化及び新技術の活用による業務プロセスの改善、効率化の継続
これまで、配車システム、トラック予約受付システムの活用や貨物ピッキングシステム及び社内業務への新

システムの導入などを行ってまいりました。今後も標準化、システム化、業務改革、AIを活用した営業推進、
業務の効率化、システム企画などの本社機能の強化を行い、改革を促進してまいります。

⑩ 財務の健全性の維持
当社の主たる事業の倉庫業、港湾運送業は、施設に多額の投資を必要とし、その回収は長期にわたります。

これらの設備投資は長期的観点から計画的かつ持続的に実施する必要がございますが、主に借入金にて賄って
おります。そのため、自己資本比率など、財務の健全性を維持し、より安定的な経営基盤を確保してまいりま
す。

⑪ 政策保有株式の縮減
政策保有株式の持ち合い解消、保有先の売却につきまして、今後も資本収益性（ROE）や投資計画を見据

え、引き続き鋭意交渉を進めてまいります。
(２) 株主さまへの価値向上政策及び株式市場にて適正な評価を得るための取り組み

当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、拡大する事業機会を迅速かつ的確に捉えるために必要となる株主資本の
水準を安定して保持することを基本政策としております。

資本コストや株価を意識した経営に向けて、一層の資本効率の向上及び機動的な資本政策を継続的に取り組むことは
重要な経営課題です。そのため、「企業価値の向上」、「株主還元策の実施」、「IRの充実」に引き続き取り組んでま
いります。
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対処すべき課題

① 配当政策
安定的に配当を継続することを基本方針とし、利益水準にかかわらず年間配当金50円を下限として、業績、

利益の状況、今後の経済状況などを取締役会で審議して、配当性向40％を目途に妥当な配当額を決定いたしま
す。

当社の主たる事業の倉庫業、港湾運送業は、施設に多額の投資を必要とし、その回収は長期にわたります。
つきましては、これらの設備投資は長期的観点から計画的かつ持続的に実施する必要がございます。また、こ
のことにより安定的な経営基盤が確保されるものと考えております。

② 自己株式の取得
定款第７条の定めにより、自己株式の取得を市場取引や公開買付けにより機動的に実施できる体制を整備し

ております。自己株式を取得することは経営上の重要な選択肢の一つと考えており、引き続き取得を検討して
まいります。

なお、今後取得を予定する場合は速やかにお知らせいたします。
③ IRの充実

当社ウェブサイトや定時株主総会の事業報告、決算説明資料などを通じて、わかりやすい開示を推進し、情
報開示の充実を図ってまいります。また、株主さま、投資家さまとの対話を促進し、当社の企業価値の向上及
び株主さまへの利益還元などに関するご意見を経営に反映してまいります。

(３) コンプライアンスへの取り組み
企業の存続に必要な社会との調和及び倫理性を確保し、コンプライアンスへの取り組みを継続することは当社グルー

プの責務であり、重要な経営課題です。
そのため、「コンプライアンス規則」、「内部通報規程」を定め、代表取締役社長を委員長とするコンプライアン

ス・リスク管理委員会、独立社外取締役が関与する内部通報窓口を設置しているとともに、業務監査部による内部監査
やグループ全従業員に対して定期的に研修を実施しております。研修後のフォローアップを充実させてグループ全従業
員の理解度を深め、コンプライアンス体制を推進してまいります。

(４) リスクマネジメントへの取り組み
事業の円滑な運営を目的として、経営環境の変化に対応し、リスクの発生防止及び発生したリスクへの対策を迅速か

つ適正に行うことは、重要な経営課題です。
そのため、「リスク管理規程」を定め、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置

しているとともに、リスクマネジメントへの取り組みを推進しております。また、重大なリスクと評価した場合は、個
別に対策を見直し、強化してまいります。

① 地政学リスクへの対応
ウクライナや中東での紛争状態の長期化など、地政学リスクが存在し、世界的なサプライチェーンに影響を

与えております。当社グループは国際物流事業におきまして、新たな貨物の獲得や物流ルート開拓を進めてお
ります。また、有事の際は従業員の安全を確保することを最優先事項とし、現地の状況把握などにつきまして
国内からも速やかに情報収集に努められるリスク管理体制を推進してまいります。
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対処すべき課題

② 情報セキュリティ対策の推進
総合物流サービスの提供におきまして、情報システム網の安定性を確保することは重要な経営課題です。サ

イバー攻撃による企業活動への被害が現実となっている経営環境の中、経営陣が主体的に関与する情報セキュ
リティ対策を推進してまいります。

③ 偶発債務への対応
当社川崎支店の火災に関する損害賠償請求訴訟が提起されておりますが、事実関係の認識などに相違がある

ため、訴状の内容を精査の上、引き続き適切に対処してまいります。
(５) サステナビリティへの取り組み

当社グループは、2030年までに国際社会が協力して取り組むべき課題をまとめた「持続可能な開発目標」の理念に
則り、事業を通じてSDGs（Sustainable Development Goals）の実現に向けた活動を進めてまいります。
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財産及び損益の状況の推移

区分 2022年度
第112期

2023年度
第113期

2024年度
第114期

2025年度
第115期（当期）

営業収益（百万円） 38,086 34,697 35,100 38,079

経常利益（百万円） 1,846 1,152 1,384 1,943

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円) 1,266 980 1,124 1,466

1株当たり当期純利益（円） 165.15 131.56 151.76 201.44

総資産（百万円） 46,313 48,435 50,990 56,011

2022年度
第112期

2023年度
第113期

38,086
34,697

2024年度
第114期

35,100

2025年度
第115期

38,079
営業収益 （百万円）

1,846

1,152

2022年度
第112期

2023年度
第113期

1,384

2024年度
第114期

1,943

2025年度
第115期

経常利益 （百万円）

2022年度
第112期

2023年度
第113期

1,266
980

2024年度
第114期

1,124

2025年度
第115期

1,466
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

2022年度
第112期

2023年度
第113期

165.15
131.56

2024年度
第114期

151.76

2025年度
第115期

201.44

1株当たり当期純利益 （円）

2022年度
第112期

2023年度
第113期

48,43546,313

2024年度
第114期

50,990

2025年度
第115期

56,011
総資産 （百万円）

(５) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の営業成績及び財産の状況の推移
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財産及び損益の状況の推移

区分 2022年度
第112期

2023年度
第113期

2024年度
第114期

2025年度
第115期（当期）

営業収益（百万円） 29,190 28,784 29,025 30,287

経常利益（百万円） 1,243 995 1,012 1,178

当期純利益（百万円） 803 913 898 839

1株当たり当期純利益（円） 104.51 122.20 120.98 115.01

総資産（百万円） 44,582 46,526 48,848 52,931

2022年度
第112期

2023年度
第113期

29,190 28,784

2024年度
第114期

29,025

2025年度
第115期

30,287

営業収益 （百万円）

2022年度
第112期

2023年度
第113期

1,243
995

2024年度
第114期

1,012

2025年度
第115期

1,178

経常利益 （百万円）

2022年度
第112期

2023年度
第113期

803 913

2024年度
第114期

898

2025年度
第115期

839

当期純利益 （百万円）

2022年度
第112期

2023年度
第113期

104.51
122.20

2024年度
第114期

120.98

2025年度
第115期

115.01

1株当たり当期純利益 （円）

2022年度
第112期

2023年度
第113期

44,582 46,526

2024年度
第114期

48,848

2025年度
第115期

52,931
総資産 （百万円）

② 当社の営業成績及び財産の状況の推移
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容
当社の出資比率

株式会社東洋埠頭青果センター 100百万円 100％ 倉庫業、港湾運送業
株式会社東洋トランス 100 同 100 航空貨物代理店業、国際複合一貫輸送業
東京東洋埠頭株式会社 50 同 100 一般貨物荷役業
鹿島東洋埠頭株式会社 30 同 75.5 港湾運送業、一般貨物荷役業

志布志東洋埠頭株式会社 20 同 90 倉庫業、港湾運送業、自動車運送業、
一般貨物荷役業

東永運輸株式会社 20 同 100 自動車運送業
㈱東洋トランスの出資比率

ＯＯＯ東洋トランス 1,000万ルーブル 100％ 倉庫業、国際複合一貫輸送業
ＯＯＯＴＢ東洋トランス 145 同 100 通関業、輸送業

(６) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はございません。
② 重要な子会社の状況

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はございません。

倉 庫 業：倉庫施設（普通倉庫、サイロ、青果物倉庫、冷蔵倉庫など）における貨物の保管並びに入出庫作業
及び荷捌作業を主とする業務

港湾運送業：大型荷役機械を使用するばら積み貨物の海陸一貫作業や本船荷役作業、ターミナルでのコンテナ取扱
作業などを主とする業務

自動車運送業：貨物自動車などによる輸配送を主とする業務
その他の業務：海上運送や通関、施設賃貸や工場構内作業を主とする業務

(７) 主要な事業内容
当社グループは、国内総合物流事業、国際物流事業の二つの事業別セグメントにて構成されております。
各事業の概要は次のとおりです。

① 国内総合物流事業

② 国際物流事業
株式会社東洋トランスとＯＯＯ東洋トランス、ＯＯＯＴＢ東洋トランスによる国際輸送、倉庫、通関を主とする業務
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先

本 店：東京都中央区晴海一丁目８番８号
支 店：東京支店（東京都）・川崎支店（神奈川県）・東扇島支店（神奈川県）・大阪支店（大阪府）・

博多支店（福岡県）・鹿島支店（茨城県）・志布志支店（鹿児島県）
事 業 所：大井事業所（東京都）・常陸那珂事業所（茨城県）
重要な子会社：株式会社東洋埠頭青果センター（大阪府）・株式会社東洋トランス（東京都）・

東京東洋埠頭株式会社（東京都）・鹿島東洋埠頭株式会社（茨城県）・
志布志東洋埠頭株式会社（鹿児島県）・東永運輸株式会社（大阪府）・
ＯＯＯ東洋トランス（モスクワ）・ＯＯＯＴＢ東洋トランス（モスクワ）

(８) 主要な営業所

区分 従業員数 前期末比増減
国内総合物流事業 719名 ２名減
国際物流事業 129名 3名増

合計 848名 1名増

従業員数 前期末比増減
331名 7名増

(９) 従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

② 当社の従業員の状況

借入先 借入額
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 4,388百万円
株式会社みずほ銀行 4,388百万円
株式会社日本政策投資銀行 3,904百万円
農林中央金庫 1,552百万円
第一生命保険株式会社 1,000百万円

(10) 主要な借入先
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会社の株式に関する事項、新株予約権等に関する事項

(１) 発 行 可 能 株 式 総 数 ────────── 25,830,000 株

(２) 発 行 済 株 式 の 総 数 ─────────── 7,740,000 株

(３) 株 主 数 ──────────────────── 6,756 名

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）
第一生命保険株式会社 411 5.71
三井埠頭株式会社 348 4.84
株式会社デイ・シイ 311 4.33
朝日生命保険相互会社 266 3.70
東洋埠頭従業員持株会 212 2.95
篠川宏明 210 2.92
明治安田生命保険相互会社 207 2.88
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 188 2.62
株式会社みずほ銀行 188 2.62
芝海株式会社 162 2.25

■ 金融機関　18.81％
　 1,456,086 株
■ 個人・その他　49.23％
　 3,810,571 株
■ その他の法人　28.10％
　 2,174,603 株

■ 外国法人等　1.53％
　 118,275 株
■ 金融商品取引業者　2.33％
　 180,230 株
■ 政府・地方公共団体　0.00％
　 235 株

7,740,000 株

（注）�自己株式548,850株は「個人・その他」
に含めております。

■ 金融機関　18.81％
　 1,456,086 株
■ 個人・その他　49.23％
　 3,810,571 株
■ その他の法人　28.10％
　 2,174,603 株

■ 外国法人等　1.53％
　 118,275 株
■ 金融商品取引業者　2.33％
　 180,230 株
■ 政府・地方公共団体　0.00％
　 235 株

7,740,000 株

（注）�自己株式548,850株は「個人・その他」
に含めております。

■ 金融機関　18.81％
　 1,456,086 株
■ 個人・その他　49.23％
　 3,810,571 株
■ その他の法人　28.10％
　 2,174,603 株

■ 外国法人等　1.53％
　 118,275 株
■ 金融商品取引業者　2.33％
　 180,230 株
■ 政府・地方公共団体　0.00％
　 235 株

7,740,000 株

（注）�自己株式548,850株は「個人・その他」
に含めております。

■ 金融機関　18.81％
　 1,456,086 株
■ 個人・その他　49.23％
　 3,810,571 株
■ その他の法人　28.10％
　 2,174,603 株

■ 外国法人等　1.53％
　 118,275 株
■ 金融商品取引業者　2.33％
　 180,230 株
■ 政府・地方公共団体　0.00％
　 235 株

7,740,000 株

（注）�自己株式548,850株は「個人・その他」
に含めております。

(５) 所有者別株式分布状況（2026年３月31日現在）
　

２．会社の株式に関する事項

(４) 大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を548,850株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(６) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はございません。

(７) その他株式に関する重要な事項
該当事項はございません。

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はございません。
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会社役員に関する事項

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 原　　　匡　史
専務取締役 西　　　修　一 川崎支店長

常務取締役 三　上　慎　治 業務部長、関西・中京地区統括、青果営業部、国際営業部、経営企画部、
デジタル推進部、通関部管掌

取締役 冨　永　　　超 志布志支店長、九州地区統括、コンテナ事業推進部管掌
取締役 大　野　武　一 経理部長、総務部、情報管理部、業務監査部、安全・品質管理部、広報部管掌

取締役 堀　　　龍　義
株式会社東光コンサルタンツ 常務取締役、株式会社トーコー総研 取締役、
株式会社トーコー地質 取締役、株式会社トーコー和歌山 代表取締役社長、
株式会社トーコー福岡 代表取締役社長

取締役 南　部　雅　実
取締役
（常勤監査等委員） 鈴　木　康　司

取締役
（監査等委員） 山　本　博　毅 弁護士法人原合同法律事務所 パートナー（社員弁護士）、

ユニオンツール株式会社 社外取締役

取締役
（監査等委員） 鴇　田　英　之

株式会社鴇田ビジネスパートナーズ 代表取締役、
鴇田英之公認会計士事務所 代表、レカム株式会社 社外取締役、
ビートレンド株式会社 社外監査役

取締役
（監査等委員） 杉　本　尚　子 杉本会計事務所（杉本尚子税理士事務所）代表

会社における地位 氏名 担当
執行役員 冨　永　　　超 志布志支店長、九州地区統括、コンテナ事業推進部管掌
執行役員 大　野　武　一 経理部長、総務部、情報管理部、業務監査部、安全・品質管理部、広報部管掌
執行役員 原　田　弘　之 鹿島支店長
執行役員 松　本　邦　宏 総務部長兼広報部長
執行役員 土　井　隆　一 大阪支店長
執行役員 町　田　岳　彦 東扇島支店長
執行役員 山　田　正　二 常陸那珂事業所長
執行役員 佐　藤　利　行 東京支店長

４．会社役員に関する事項
(１) 取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

(注) １. 取締役　堀龍義氏及び南部雅実氏、取締役（監査等委員）　山本博毅氏、鴇田英之氏及び杉本尚子氏は、独立社外取締役です。
２. 取締役（監査等委員）　鴇田英之氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３. 取締役（監査等委員）　杉本尚子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４. 情報収集の充実を図り、内部監査部門などとの十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために鈴木康司氏を常勤の監査等委員と

して選定しております。
５. 当社は、取締役　堀龍義氏及び南部雅実氏、取締役（監査等委員）　山本博毅氏、鴇田英之氏及び杉本尚子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。

(２) 執行役員の氏名等（2026年３月31日現在）
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会社役員に関する事項

区分 支給人員 支給額
取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）
8名

（2名）
116百万円

（10百万円）
取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

5名
（3名）

40百万円
（18百万円）

合計
（うち社外役員）

13名
（5名）

156百万円
（28百万円）

(３) 責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役との間にて、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。

(４) 補償契約の内容の概要
当社は、監査等委員でない取締役　原匡史氏、西修一氏、三上慎治氏、冨永超氏、大野武一氏、堀龍義氏及び南部雅実

氏、監査等委員である取締役　鈴木康司氏、山本博毅氏、鴇田英之氏及び杉本尚子氏との間にて、会社法第430条の２第
１項に規定する補償契約を締結しており、同条第１項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内におきま
して当社が補償することとしております。但し、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないよ
うにするため、役員の悪意または重過失に起因して生じた損失につきましては、補償の対象としないこととしておりま
す。

(５) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間にて締結しております。当該

保険契約の被保険者の範囲は当社の監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役及び執行役員であり、被保険者が
負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険により填補することとしております。当該保険契約の保
険料は全額当社が負担しておりますが、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過
失に起因して生じた当該損害は填補されないなどの免責事由を設けております。

(６) 取締役の報酬等の額

(注) １. 上表には、取締役（監査等委員）鈴木氏は2025年６月26日開催の第114回定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員を除く）を退任した後、取締役
（監査等委員）に就任したため、支給額と員数につきましては、取締役（監査等委員）在任期間は取締役（監査等委員）に、取締役（監査等委員を除く）在任
期間は取締役（監査等委員を除く）に含めて記載しております。

２. 上表には、2025年６月26日開催の第114回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員）1名（うち社外取締役0名）を含んでおります。
３. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
４. 取締役（監査等委員を除く）の報酬の総額は、2021年６月25日開催の第110回定時株主総会におきまして月額20百万円以内（うち社外取締役月額２百万円以

内）と決議しております。当該決議の時点における対象となる取締役（監査等委員を除く）の員数は８名（うち社外取締役は２名）です。
５. 取締役（監査等委員）の報酬の総額は、2021年６月25日開催の第110回定時株主総会におきまして月額４百万円以内と決議しております。当該決議の時点にお

ける対象となる取締役（監査等委員）の員数は３名です。
６. 当社の監査等委員会より、監査等委員でない取締役の報酬につきましては、監査等委員である取締役を含む過半数が独立社外取締役で構成する任意の指名・報

酬諮問委員会での審議を経て決定されており、報酬額の算定方法及び報酬水準などに指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。
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会社役員に関する事項

(７) 社外役員等に関する事項
① 重要な兼職の状況及び当社と当該他の会社との関係

・監査等委員でない取締役　堀龍義氏は、株式会社東光コンサルタンツの常務取締役、株式会社トーコー総研の取締役、
株式会社トーコー地質の取締役、株式会社トーコー和歌山の代表取締役社長及び株式会社トーコー福岡の代表取締役社
長です。当社と各兼職先との間には特別の関係はございません。

・監査等委員である取締役　山本博毅氏は、弁護士法人原合同法律事務所のパートナー（社員弁護士）及びユニオンツー
ル株式会社の社外取締役です。当社と各兼職先との間には特別の関係はございません。

・監査等委員である取締役　鴇田英之氏は、株式会社鴇田ビジネスパートナーズの代表取締役、鴇田英之公認会計士事務
所の代表、レカム株式会社の社外取締役及びビートレンド株式会社の社外監査役です。当社と各兼職先との間には特別
の関係はございません。

・監査等委員である取締役　杉本尚子氏は、杉本会計事務所（杉本尚子税理士事務所）の代表です。当社と兼職先との間
には特別の関係はございません。

② 当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
・監査等委員でない取締役　堀龍義氏は、当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、経営者としての豊富

な経験と高い見識に基づき、適宜意見を述べております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員長として、当事業
年度に開催された指名・報酬諮問委員会５回すべてに出席し、客観的・中立的立場にて当社の役員候補者の選定や役員
報酬などの決定過程における監督機能を主導しております。

・監査等委員でない取締役　南部雅実氏は、当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、経営者としての豊
富な経験と高い見識に基づき、適宜意見を述べております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業
年度に開催された指名・報酬諮問委員会５回すべてに出席し、客観的・中立的立場にて当社の役員候補者の選定や役員
報酬などの決定過程における監督機能を主導しております。

・監査等委員である取締役　山本博毅氏は、当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会14回すべてに出席
し、弁護士としての専門的見地に基づき、適宜意見を述べております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員とし
て、当事業年度に開催された指名・報酬諮問委員会５回すべてに出席し、客観的・中立的立場にて当社の役員候補者の
選定や役員報酬などの決定過程における監督機能を主導しております。

・監査等委員である取締役　鴇田英之氏は、当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会14回すべてに出席
し、公認会計士・税理士としての専門的見地に基づき、客観的・中立的立場から意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。

・監査等委員である取締役　杉本尚子氏は、当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会14回すべてに出席
し、税理士としての専門的見地に基づき、客観的・中立的立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・
提言を行っております。
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会社役員に関する事項

(８) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、次に掲げる取締役の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会決議により定めております。

① 基本方針
当社の取締役の報酬等は、個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。

② 個人別の報酬等の額または算出方法の決定方針（会社法施行規則第98条の５第１号）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考

慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
③ 個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針（会社法施行規則第98条の５第４号）及び報酬等を与える時期ま

たは条件の決定方針（会社法施行規則第98条の５第５号）
月例の固定報酬を全てとする。

④ 個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任する場合、以下の事項（会社法施
行規則第98条の５第６号）
・当社は、各取締役の固定報酬の額の決定について、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する割合、

貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、代表取締役社長に委任する。
・取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員

会が取締役会へ答申した結果に基づき、各取締役の固定報酬の額を決定する。

(９) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記「取締役の報酬等の内容に係る決定方針」に沿うものであると取
締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について、上記「取締役の報酬等の
内容に係る決定方針」との整合性を含め総合的に検討を行い取締役会に答申しております。取締役会はその答申内容を尊
重し、当該方針に沿うものであると判断しております。

(10) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、各取締役の固定報酬の額の決定は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に

対する貢献度の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、取締役会におきまして代表取締役社長原匡史に委
任する旨の決議を行い、代表取締役社長原匡史が決定しております。

取締役会から委任を受けた代表取締役社長原匡史は、独立社外取締役３名と社内取締役１名で構成する指名・報酬諮問
委員会が取締役会へ答申した内容に基づき、各取締役の固定報酬の額を決定しております。
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会計監査人の状況、会社の体制及び方針

支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 37百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 37百万円

５．会計監査人の状況
(１) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(２) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はございません。

(３) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約におきまして、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも
区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積もりの算出根拠につきまして過去の監査実績及び報酬の推移に照らして検討を加えた結果、会計監査人の報酬等につきまして、会社法第399条第１項の
同意を行っております。

(４) 非監査業務の内容
該当事項はございません。

(５) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する
会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委
員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招
集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

６．会社の体制及び方針
(１) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はございません。

(２) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主さまに対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付け、安定的に配当を継続することを基本方針と

し、利益水準にかかわらず年間配当金50円を下限として、業績、利益の状況、今後の経済状況などを取締役会で審議し
て、配当性向40％を目途に妥当な配当額を決定いたします。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2026年３月31日現在）

資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額

流動資産

現金及び預金
電子記録債権、営業未収入金及び契約資産

リース投資資産

原材料及び貯蔵品

前払費用

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械及び装置

船舶及び車両運搬具

工具、器具及び備品

土地

リース資産

建設仮勘定

無形固定資産

その他

投資その他の資産

投資有価証券

長期貸付金

退職給付に係る資産

繰延税金資産

その他

貸倒引当金　

10,545

4,407

4,339

440

265

178

917

△2

45,466

29,486

16,550

2,961

58

263

9,199

265

187

1,036

1,036

14,942

12,250

3

870

177

1,664

△21　

流動負債 11,243
営業未払金 2,483
短期借入金 6,106
リース債務 61
未払金 896
未払法人税等 378
設備関係電子記録債務 25
その他 1,290

固定負債 13,918
長期借入金 10,566
リース債務 226
繰延税金負債 2,527
退職給付に係る負債 377
資産除去債務 36
その他 184

負 債 合 計 25,161
純資産の部

株主資本 23,310
資本金 8,260
資本剰余金 5,181
利益剰余金 10,686
自己株式 △819

その他の包括利益累計額 7,330
その他有価証券評価差額金 5,989
為替換算調整勘定 120
退職給付に係る調整累計額 1,220

非支配株主持分 209
純 資 産 合 計 30,850

資 産 合 計 56,011 負 債 純 資 産 合 計 56,011

(単位：百万円)

(百万円未満切捨)
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連結損益計算書

連結損益計算書（自 2025年４月１日　至 2026年３月31日）

科目
金額

内訳 合計
営業収益 38,079
営業原価 34,105
営業総利益 3,973
販売費及び一般管理費 2,472
営業利益 1,501
営業外収益 694

受取利息 11
受取配当金 327
受取地代家賃 80
持分法による投資利益 75
為替差益 112
その他 87

営業外費用 253
支払利息 228
その他 24

経常利益 1,943
特別利益 323

固定資産売却益 10
投資有価証券売却益 312

特別損失 102
固定資産除却損 102

税金等調整前当期純利益 2,163
法人税、住民税及び事業税 622
法人税等調整額 40 662

当期純利益 1,501
非支配株主に帰属する当期純利益 34
親会社株主に帰属する当期純利益 1,466

(単位：百万円)

(百万円未満切捨)
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貸借対照表

貸借対照表（2026年３月31日現在）

資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額

流動資産
現金及び預金
電子記録債権、営業未収入金及び契約資産
リース投資資産
原材料及び貯蔵品
前払費用
立替金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウェア
港湾等施設利用権
その他の施設利用権

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期貸付金
従業員長期貸付金
差入保証金
長期前払費用
その他
貸倒引当金　

9,331
4,203
3,720
440
250
149
430
138
△1

43,600
29,560
13,438
3,414
2,905
17
237
9,218
141
187

1,023
841
174
7

13,015
11,538
304
1,991

3
565
610
53

△2,051　

流動負債 12,147
営業未払金 2,313
短期借入金 6,053
長期借入金(一年以内返済) 2,016
リース債務 35
未払金 809
未払費用 471
未払法人税等 147
預り金 87
設備関係電子記録債務 25
その他 187

固定負債 13,868
長期借入金 10,566
リース債務 117
繰延税金負債 2,094
退職給付引当金 911
資産除去債務 36
その他 142

負 債 合 計 26,016
純資産の部

株主資本 20,963
資本金 8,260
資本剰余金 5,181
資本準備金 4,276
その他資本剰余金 905

利益剰余金 8,314
その他利益剰余金 8,314
固定資産圧縮積立金 277
買換資産積立金 345
別途積立金 670
繰越利益剰余金 7,020

自己株式 △793
評価・換算差額等 5,952
その他有価証券評価差額金 5,952

純 資 産 合 計 26,915
資 産 合 計 52,931 負 債 純 資 産 合 計 52,931

(単位：百万円)

(百万円未満切捨)
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損益計算書

損益計算書（自 2025年４月１日　至 2026年３月31日）

科目
金額

内訳 合計
営業収益 30,287
営業原価 27,633
営業総利益 2,653
販売費及び一般管理費 1,762
営業利益 891
営業外収益 550

受取利息及び配当金 333
その他 216

営業外費用 263
支払利息 255
その他 8

経常利益 1,178
特別利益 99

固定資産売却益 3
投資有価証券売却益 95

特別損失 103
固定資産除却損 103

税引前当期純利益 1,174
法人税、住民税及び事業税 334
法人税等調整額 1 335

当期純利益 839

(単位：百万円)

(百万円未満切捨)
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連結会計監査報告、会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月21日

東洋埠頭株式会社
　取締役会　御中 EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 向　出　勇　治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松　本　雄　一

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東洋埠頭株式会社の2025年４月1日から2026年３月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東
洋埠頭株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及
び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　連結注記表（連結貸借対照表に関する注記）偶発債務に記載されているとおり、会社の川崎支店の火災によって延焼
した近隣の施設の事業者及び所有者より、2022年3月28日付で会社に対する損害賠償請求訴訟が提起されており、当該
訴訟の推移によっては、将来金銭的負担が生じる可能性があるが、現時点では連結計算書類に与える影響を合理的に見
積もることは困難な状況である。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告、会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査
閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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連結会計監査報告、会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月21日

東洋埠頭株式会社
　取締役会　御中 EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 向　出　勇　治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松　本　雄　一

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東洋埠頭株式会社の2025年４月１日から2026年３月
31日までの第115期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　個別注記表（貸借対照表に関する注記）偶発債務に記載されているとおり、会社の川崎支店の火災によって延焼した
近隣の施設の事業者及び所有者より、2022年3月28日付で会社に対する損害賠償請求訴訟が提起されており、当該訴訟
の推移によっては、将来金銭的負担が生じる可能性があるが、現時点では計算書類に与える影響を合理的に見積もるこ
とは困難な状況である。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告、会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監査報告書
当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第115期事業年度における取締役の職務の執行を監

査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会の決議の内容なら

びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を
実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、重点監査項目及び職務の分担等を含めた監査計画に従い、会社の内部監査部
門と連携の上、インターネットを経由したオンラインビデオ会議システム等の手段も活用しながら、取締役会そ
の他重要な会議に出席し取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人EY新日本有限責任監査法人と協議を行うととも
に、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項
は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月27日

東洋埠頭株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 鈴　木　康　司 ㊞
監査等委員 山　本　博　毅 ㊞
監査等委員 鴇　田　英　之 ㊞
監査等委員 杉　本　尚　子 ㊞　（注）監査等委員 山本博毅、鴇田英之及び杉本尚子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役

であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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株式に関する『マイナンバー制度』のご案内

株式関係業務におけるマイナンバーの利用
法令に定められたとおり、支払調書には株主さまのマイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

主な支 払 調 書 ＊ 配当金に関する支払調書
＊ 単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関する支払調書

マイナンバーの利用範囲に
は株式の税務関係手続も
含まれます。株主さまはお
取引の証券会社などへマイ
ナンバーをお届出ください。

マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

● 証券口座にて株式を管理されている株主さま
 お取引の証券会社までお問い合わせください。

● 証券会社とのお取引がない株主さま
次のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

 　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　0120-232-711（通話料無料）

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続で必要となります。
このため、株主さまから、お取引の証券会社などへマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

受付時間：
9：00 ～ 17：00

（土・日・祝日などを除く）

　当社の株式は１単元が100株となっております。証券市場では１単元が取引単位となっており、100株未満の株式を売買すること
はできません。
　単元未満株式を所有されている株主さまには単元未満株式の買増・買取制度がご利用いただけます。

単元未満株式を所有されている株主さまへのご案内

単元株式
100株

30株

70株

200株

100株

単元未満株式
70株

（例）170株を所有の場合

買増制度

買い増し

買い取り

保有株式数200株

保有株式数100株

買取制度

買増制度　　‌�株主さまの所有されている単元未満株式と合計で１単元（100株）となる数の単元未満株式の買い増しを、当社にご
請求いただく制度です。

買取制度　　‌�株主さまの所有されている単元未満株式の買い取りを、当社にご請求いただく制度です。

　お手続の詳細に関しましては、株主さまの所有されている当社株式が、証券口座に記録されている場合はお取引のある証券会社に、
特別口座に記録されている場合は、当社特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社へお問い合わせください。
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地図

定時株主総会会場ご案内図

会場 東京都江東区有明三丁目５番７号
TOC有明４階　WESTホール

交通

東京臨海高速鉄道りんかい線  国際展示場駅（出口Ｂ） 徒歩約 ８分
東京臨海新交通臨海線
（ゆりかもめ）

 東京ビッグサイト駅 1A・1B出口 徒歩約10分
 有明駅 1A・1B出口 徒歩約10分

東京駅丸の内南口より都営バス都05-2系統、
もしくは東京駅八重洲口より都営バス東16系統
「東京ビッグサイト行」約40分「武蔵野大学前」下車 徒歩約６分

徒歩ルート

バリアフリールート
スマートフォンやタブレット
端末から右記のQRコードを読
み取るとGoogleマップにアク
セスいただけます。

N

西館 TFTビル東館
有明

フロンティア
ビル

有明
フロンティア
ビル

東京ベイ
有明ワシントンホテル

有明セントラルタワー

ゆりかもめゆりかもめ 東京ビッグサイト駅

東京
ビッグサイト

国際展示場駅 至 新木場→

武蔵野大学

徒歩10分徒歩10分

有
明
駅

夢の大橋 つどい橋

有明
センタービル

相鉄グランドフレッサ
東京ベイ有明

ホテル
トラスティ
東京ベイサイド

ホテル
トラスティ
東京ベイサイド

東京
ドリーム
パーク

東京
ドリーム
パーク

コナミ
クリエイティブ
フロント
東京ベイ

コナミ
クリエイティブ
フロント
東京ベイ

↑レインボーブリッジ

←至 羽田

有明テニスの森

エレベーター

有明コロシアム有明コロシアム
↑
至 

晴
海

至 豊洲→

首都高速湾岸線

国道３５７号線→

←国道３５７号線

至 千葉→

TOC有明TOC有明
りんかい線りんかい線

徒歩8分徒歩8分

徒歩10分徒歩10分

ダブルツリー
byヒルトン
東京有明

ダブルツリー
byヒルトン
東京有明

有明三丁目
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